五　昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令（昭和二二・五・三政一五）

第一条　昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町内会部落会又はその連合会の長の職に在つた者は、昭和二十二年五月一日から起算して四年の期間の満了するまでの間、従前町内会部落会又はその連合会の長の職務に属した事務でその区域に係るものを主として掌る職に就くことができない。

昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町内会部落会又はその連合会の長の補助職員であつた者（主として単なる労務に従事した者を除く。）は、昭和二十二年五月一日から起算して四年の期間の満了するまでの間、その地域において従前その職務に属した事務を掌る職に就くことができない。

　前二項に掲げる者で現にその職に在るものは、遅滞なくその職を退かなければならない。

第二条　この政令施行の際現に町内会部落会又はその連合会に属する財産は、その構成員の多数を以て議決するところにより、遅滞なくこれを処分しなければならない。但し、その処分について、規約又は契約に特別の定のあるものは、その定に従つて処分しなければならない。

前項に規定する財産でこの政令施行後二箇月以内に同項の規定により処分されないものは、その期間満了の日において当該町内会部落会又はその連合会の区域の属する市区町村に帰属するものとする。

第一項の規定により財産処分の議決をなす場合又は前項の規定により市区町村に財産が帰属した場合においてその財産に関し寄附者その他特別の縁故者がある場合においては、その者の利益について相当の補償又はこれに類する考慮が彿われなければならない。

第三条　官公吏は、その職務の執行に関し町内会部落会その連合会若しくは隣組又はこれらに類似する團体（自治会、生活協同組合その他名称の如何を問わない。）の組織を利用する目的を以て、これらの團体の長に対して指令を発してはならない。

前項の規定に違反した官公吏は、他の法令の規定にかかわらず、これを退職せしめるものとする。

第四条　昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町内会部落会若しくはその連合会又は隣組の長であつた者は、従前の当該団体の下部組織の構成員又はその所轄地域の住民であつた者に対して如何なる指令も発してはならない。但し、昭和二十二年勅令第一号（公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令）により覚書該当者でない旨の確認書の交付を受けて正当に任命又は選挙された公職に伴う義務と責任を果すために必要な指令を発する場合は、この限りでない。

何人も町内会部落会若しくはその連合会又は隣組の長及びその補助職貝であつた者が前項の規定に違反して従前の支配力に基いて発する如何なる指令にも従う義務はない。

第五条　配給、金融その他の事項に関し必要な証明で従来法令又は慣習により町内会部落会若しくはその連合会又は隣組の長が行つていたものは、この政令施行後においては、官公署の職員以外の者がこれをしてもその効力を有しない。

第六条　従前の町内会部落会若しくはその連合会又は隣組の解散後において結成されたこれらに類似する団体は昭和二十二年五月三十一日までに解散しなければならない。

前項の規定により解散すべき団体で、同項に規定する期限までに解散しないものがあるときは、都道府県知事においてその解散を命ずるものとする。

第二条の規定は、前二項の規定により解散した団体の財産の処分についてこれを準用する。この場合においては、同条第一項中「この政令施行の際」とあるのは「解散の際」、同条第二項中「この政令施行後」とあるのは「解散後」と読み替えるものとする。

第七条　国民に対する一般的配給に関する業務に従事する者は、配給を受くべき者が特定の組織に加入していないことを理由として、その配給を拒んではならない。

第八条　第四条第一項又は前条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役若しくは禁鋼又は一万五千円以下の罰金に処する。

前項の規定により刑罰に処せられた者は、その現に占める公職を失い、又、その判決確定の日から十年間はあらたに公職に就くことができない。

第九条　従前町内会部落会若しくはその連合会又は隣組の営んだすべての機能、義務又は行為は、夫々業務の性質に従って、官公署の当該部局に配分されなければならない。連絡事務所等名称の如何を問わず当該部局以外でこれらの業務を行つている事務所があるときは、遅くも昭和二十二年五月三十一日までに解散しなければならない。又、特に国会が承認した場合を除く外、当該事務所の後継的事務所又は組織を設けてはならない。

　　　　附　則

　この政令は、公布の日から、これを施行する。

六　町内会所有の不動産を市が取得した場合の所有権の帰属年月日について（昭和三八・一一・二〇民甲ご二Ｉ八号局長電報回答）

　町内会が所有する不動産を昭和二十二年政令第十五号により市が取得した場合の所有権の帰属の年月日は、昭和二十二年七月二日と考えますが、同月三日との説があり、決しかねていますので、何分の御指示を仰ぎます。

（回答）本年九月二十七日付電報番号第三五号で問合せの件は、昭和二十二年七月三日と考える。

